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社会福祉施設等における今冬の九州電力管内の数値目標を伴う 

節電期間の見直しについて 

 

 

今夏の節電に伴う対応については、特段の御協力をいただきまして、厚く御礼申し

上げます。 

 今般、政府の電力需給に関する検討会合において「今冬の九州電力管内の数値目標

を伴う節電期間の見直しについて」（別添）が１１月２４日に発表されたことに伴い、

「社会福祉施設等における今冬の電力需給対策について（平成２３年１１月１１日付

事務連絡）」により通知しました「今冬の電力需給対策について（平成２３年１１月

１日第３回電力需給に関する検討会）」で定めた九州電力管内における数値目標を伴

う節電期間の開始日を、当初の１２月１９日（月）から１２月２６日（月）に変更す

ることとされました。 

 つきましては、別添についてご了知いただきますとともに、貴管内の市区町村、社

会福祉施設等に対する周知について、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 


